
第
ナ
ニ
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
明
治
初
年
の
國
懸
擁
護
蓮
動
（
上
）
　
、

　
　
　
明
治
初
年
の
國
　
禮
擁
護
蓮
動
㈲

第
一
號

九
四
　
　
（
九
四
）

交
學
士
藤
井
甚
太
郎

　
　
　
　
醐
　
不
可
思
議
の
現
象

　
明
治
維
新
は
、
源
を
國
禮
の
膚
費
に
覆
し
て
居
る
二
王

の
思
想
を
基
調
ε
し
て
居
る
。
此
信
念
の
下
に
数
百
の
志

士
は
家
を
棄
て
命
を
捨
て
＼
工
事
に
鞍
掌
し
た
。
苦
慮
三

十
年
、
慶
雲
三
年
十
二
月
九
臼
美
事
に
王
政
復
古
大
號
令

の
混
獲
を
見
て
蕪
に
日
本
民
族
の
國
家
は
琳
武
天
皇
藁
筆

創
業
の
古
に
蹄
っ
て
國
家
本
來
の
雇
臼
に
更
ま
っ
た
。
津

々
浦
々
に
至
る
ま
で
誰
か
王
政
復
古
を
疑
ふ
者
が
あ
ら
う
。

國
膿
擁
謎
な
ざ
、
王
政
の
御
代
に
は
寧
ろ
不
吉
な
二
葉

は
存
在
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
ご
思
は
る
、
程
で
あ
る
。
然

る
に
王
政
復
古
の
直
後
に
於
て
直
ち
に
此
聾
を
赤
誠
あ
る

憂
國
の
士
に
聞
く
ご
は
、
維
新
史
上
に
於
け
る
不
可
思
議

の
現
象
ご
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
は
明
か
に
王
政
復
古
後

の
政
治
組
織
の
那
邊
か
に
於
て
一
部
の
士
よ
り
國
家
本
來

の
面
目
に
反
す
ご
思
惟
せ
ら
る
、
黙
の
存
在
す
る
こ
ご
を

署
す
る
の
で
あ
る
。
史
家
は
此
を
新
奮
思
想
の
衝
突
ご
命

名
す
る
で
あ
ら
う
し
、
証
會
學
者
は
傅
統
思
想
の
拘
束
カ

ビ
し
て
研
究
の
毒
見
に
取
扱
ふ
で
あ
ら
う
。
今
是
に
因
み

宗
駿
並
に
政
治
に
…
塾
す
る
二
三
の
雲
壌
を
撰
ん
で
吟
昧
を

試
み
る
こ
ご
、
す
る
。

　
　
　
　
二
　
横
井
小
楠
の
遭
難

　
明
治
こ
年
正
月
五
日
肥
後
藩
出
身
の
墾
與
横
井
時
存
、

退
朝
の
途
京
都
寺
町
を
過
ぎ
て
所
謂
志
士
家
の
爲
め
に
襲

は
れ
て
解
れ
た
。
襲
っ
た
嫌
々
は
元
石
州
邑
智
郡
・
土
田
所

村
百
姓
犬
右
衛
門
二
男
當
時
無
籍
土
質
立
夫
（
巳
三
十
歳
）

元
笠
松
縣
属
石
河
心
入
郎
家
來
善
次
郎
二
男
鹿
島
叉
之
允



（
巳
二
十
四
歳
）
、
元
備
前
國
上
界
郡
沼
村
名
主
…
恥
左
衛

門
俸
土
屋
延
雄
（
巳
二
十
三
歳
頃
、
和
州
十
津
川
郷
士
原
村

郷
士
晶
幅
下
要
人
弟
鵡
剛
網
門
よ
刀
維
幣
（
口
］
二
十
山
ハ
山
陰
）
同
十
津
階
川
郷

士
．
中
井
刀
禰
尾
。
郡
山
蓮
根
藩
柳
田
直
蕨
等
で
あ
っ
た
。

供
の
者
共
防
戦
し
た
が
追
っ
て
駕
側
手
薄
の
際
に
、
時
存

は
殺
害
せ
ら
れ
元
O
所
謂
斬
姦
の
主
冒
は
口
供
書
に
よ
っ

て
明
か
で
あ
る
。
今
一
例
を
上
田
立
夫
の
そ
れ
に
取
っ
て

見
る
。

　
三
徳
奉
申
上
候
、
私
儀
生
國
石
州
大
内
郡
上
田
所
村
郷
士
ニ

　
テ
旧
藩
回
外
所
々
二
武
家
奉
公
仕
當
時
浮
浪
二
御
座
候
、
昨

　
辰
年
九
月
上
京
仕
懇
意
先
二
寓
居
致
シ
李
三
三
擾
ノ
志
ヲ
懐

　
キ
居
候
二
一
、
近
三
洋
學
隆
盛
二
三
三
三
ラ
浩
歎
罷
在
候
折
柄

　
媛
、
井
李
四
郎
殿
儀
ハ
兼
テ
博
一
己
才
ノ
由
二
御
座
候
麗
、
溺
テ

　
洋
説
二
沈
溺
シ
終
二
耶
蘇
教
テ
泓
張
ノ
志
有
之
哉
二
巷
読
承
リ

　
痛
恨
ノ
至
御
座
候
補
、
昨
十
二
月
中
旬
元
備
藩
ニ
テ
同
稼
罷
在

　
候
土
屋
延
…
雄
二
遇
這
シ
候
二
障
セ
幽
霊
二
卯
余
恵
へ
同
鵬
邉
継
畔
梅
脚
．
談
二

　
押
移
監
ヘ
ハ
、
ロ
圖
蜜
人
言
モ
李
囮
剛
郎
殿
固
着
繭
悶
ノ
人
物
二
一
ブ
此
入

　
要
路
二
被
居
候
テ
ハ
、
朝
廷
ノ
御
爲
不
宜
候
間
霧
雪
度
旨
、
申

　
　
　
第
十
二
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
明
治
初
年
の
國
盤
擁
護
蓮
動
（
上
）

聞
，
私
意
中
二
塞
出
心
縞
二
焼
・
、
猶
熟
議
ノ
上
宿
志
可
相
遽

ト
毒
素
刷
、
其
後
罰
月
下
十
二
人
並
前
澗
力
雄
中
井
刀
禰
尾
私

共
四
名
粗
野
、
彌
身
悶
激
職
ラ
器
機
斬
殺
卜
決
議
致
置
、
正
月

三
日
右
四
名
共
寺
町
佐
野
屋
二
愈
合
封
酌
仕
候
上
、
慷
慨
談
且

詩
吟
等
比
候
庭
、
隣
席
ヨ
リ
一
人
突
然
ト
戸
テ
開
キ
、
谷
口
豹

齋
－
・
名
乗
先
刻
ヨ
リ
隔
戸
承
リ
居
候
二
、
正
義
ノ
談
論
誠
二
感

心
致
候
段
申
聞
圃
始
テ
面
會
致
シ
種
々
談
話
ノ
上
、
猶
叉
嗣
入

ヨ
リ
拙
宅
ハ
閑
室
有
之
三
二
付
同
道
致
シ
緩
談
可
然
旨
申
聞
、

餓
蝋
程
一
同
浪
」
出
仕
リ
、
私
柵
懐
ハ
蕪
隙
木
肥
後
ゐ
寸
｛
刀
へ
罷
繍
越
、
李
㎜
臼

郎
殿
参
朝
ノ
有
無
旧
知
呉
候
三
相
頼
置
、
翌
四
日
豹
齋
宅
へ
前

日
ノ
旧
名
岡
三
致
シ
、
斬
姦
一
離
《
、
日
三
相
遙
密
謀
、
岡
人
ヘ

モ
旧
聞
セ
夫
々
手
筈
相
議
シ
扁
慮
同
人
宅
ラ
立
去
、
上
李
主
税

一旗

�
ﾖ
㎜
四
三
証
ハ
泊
歯
三
三
玉
詞
、
今
B
李
四
郎
殿
ラ
可
計
用
取
筈
ニ
テ

私
儀
ハ
御
築
地
外
迄
罷
越
相
野
候
塵
、
最
早
李
四
郎
殿
ハ
退
朝

相
成
…
讃
辞
襟
膠
付
、
骨
…
愈
盤
‡
山
硲
伐
｛
カ
へ
囮
無
難
、
厳
明
皿
下
向
ヒ
何
レ

モ
層
面
ニ
テ
魚
燈
機
候
段
申
候
慮
、
高
儀
余
テ
肥
後
守
へ
頼
置

難
事
モ
有
之
，
報
知
豊
栄
居
候
ト
、
互
二
激
論
中
、
瑞
曇
董
齋
・

金
本
顯
藏
・
鱒
川
廣
卒
・
小
門
野
監
物
・
楠
木
鏡
袋
進
等
追
々
二

　
　
　
　
　
　
　
第
「
號
　
　
　
九
五
　
　
八
九
五
）



　
　
第
＋
二
巷
　
雑
纂
　
朔
殆
初
年
の
磯
盤
擁
護
蓮
勲
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

來
国
選
層
取
押
回
和
解
肉
醤
跡
付
、
其
節
誰
作
稿
候
哉
血
誓
警

並
六
†
M
四
賦
潔
頓
田
非
歌
蛮
M
軸
偽
筆
、
金
本
〃
顯
｛
誠
へ
六
〃
鳴
ヨ
リ
相
擁
櫓
・
像
恥

ヘ
ハ
、
朝
廷
御
登
仙
ノ
一
句
加
筆
致
シ
相
渡
串
候
二
付
、
私
始

刀
禰
尾
直
藏
叉
之
丞
延
雄
力
雄
共
夫
々
血
誓
書
候
麗
、
瑞
雲
露

骨
自
宅
・
六
ル
ね
へ
力
闘
内
金
四
幅
授
川
棚
致
像
階
二
付
、
延
維
｝
私
爾
…
人
ハ
受
納

…蚊

�
A
夜
刺
入
六
〃
償
粗
飯
謡
ノ
モ
ノ
ノ
ミ
掘
…
残
、
彌
明
朝
一
先
‡
山

斗
方
へ
打
揃
可
頃
約
束
致
シ
、
私
儀
當
朝
早
天
滲
候
麗
、
同
盟

追
々
隠
蔽
致
シ
、
直
藏
逓
刻
致
候
二
付
参
次
第
寺
町
邊
へ
早
々

罷
越
候
様
久
雄
二
配
置
」
短
銃
携
罷
出
寺
町
通
丸
太
町
愈
旗
亭

ニ
オ
ヒ
テ
互
二
一
酌
致
シ
、
李
四
郎
殿
寓
居
ノ
膿
ラ
窺
居
候
慮
、

最
早
滲
朝
ト
相
見
候
山
隠
、
暫
時
見
合
罷
在
其
節
塘
田
次
郎
モ

不
圓
同
席
二
一
會
罷
職
候
へ
共
、
イ
ツ
ノ
間
二
鰍
立
去
申
候
、

無
煙
李
四
郎
殿
從
僕
皆
空
ヒ
ニ
罷
出
候
襟
子
二
付
、
寺
町
董
境

剛
間
砿
階
㎞
感
冒
門
へ
｝
二
K
八
ツ
♂
立
別
レ
、
御
職
地
内
二
一
ア
再
三
、
π
†
闇
四

郎
殿
退
朝
今
や
邊
シ
予
相
待
居
候
折
柄
、
駕
籠
ニ
テ
麺
行
被
致

候
二
付
屹
度
注
目
致
シ
、
寺
町
御
門
鐵
候
野
駆
、
銘
々
函
ラ
掩

ヒ
駕
総
ノ
跡
二
付
添
、
不
四
郎
殿
余
テ
戒
心
御
座
候
卜
相
見
、

縄
墨
ソ
外
エ
引
書
レ
テ
爾
三
汰
警
衛
ト
雄
敷
霜
見
へ
候
二
付
，

　
　
　
　
　
　
　
戴
ザ
一
號
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
九
山
ハ
）

又
之
丞
穫
藏
ハ
砦
渦
ヒ
、
其
醤
名
ハ
循
譲
苛
打

掛
ト
手
筈
立
置
、
寺
町
鮮
鋭
寒
町
角
継
ニ
テ
嘱
儀
短
髄
一
礎
駕

龍
能
へ
打
抵
｝
候
一
説
…
、
臼
疋
ラ
合
囮
馴
二
銘
々
打
掛
リ
、
私
儀
ハ
左
ノ
方
ヨ

リ
u
券
駕
寵
・
刺
喉
ヘ
バ
、
漏
儒
モ
同
様
右
・
り
潮
擁

從
僕
驚
欝
章
徹
侃
穫
聖
、
缶
壌
劣
姦
羅
。

出
テ
粗
起
候
灘
ラ
国
々
切
掛
ク
、
轍
ク
噺
深
手
ラ
爲
頑
都
地
二

誠
意
被
致
候
二
付
、
叉
之
委
カ
サ
言
意
暢
候
新
柄
、
裕

謎
謎
立
返
、
個
槻
皮
切
輯
候
讐
時
簾
乍
致
、
彊
魂
川

叉
御
幸
町
・
方
へ
罷
越
、
私
儀
薦
欄
二
疵
請
流
血
淋
璃
難
堪

候
故
、
冶
ノ
手
提
薮
シ
、
上
加
茂
邊
夕
景
キ
、
夜
二
入
俗

講
豹
齋
方
へ
繰
越
力
唱
、
又
之
丞
刀
禰
菟
力
雄
共
糧
越
居
、
右

ノ
内
漏
斗
力
雄
ハ
翌
擁
立
去
、
又
之
丞
私
儀
ハ
育
液
旛

入
宅
二
腰
挿
、
庇
塵
手
蓄
致
シ
、
閣
撹
ラ
立
詰
ヲ
南
宙
城
大
住
村

岡
本
五
郎
細
口
門
並
劒
客
子
安
三
寸
次
ラ
便
り
罷
越
、
同
入
童

話
ニ
テ
＋
日
液
迄
滞
在
争
乱
＋
百
・
リ
刀
禰
力
雄
叉
之
丞

至
論
四
掻
掘
高
野
山
ヲ
指
・
ツ
月
越
、
右
仙
中
腰
族
二
叉
之
丞
私

側
頭
残
、
其
余
爾
人
ハ
＋
津
洞
戸
や
二
潜
匿
所
凋
旋
罷
越
掬
候

然
ル
施
十
六
料
口
夜
山
尽
瀦
W
府
ヨ
リ
御
出
役
馬
召
繍
押
戒
二
∴
1
胡
四
日
∵
よ



薯
仕
候
、
全
智
軍
四
郎
殿
耶
蘇
教
主
張
被
致
候
テ
モ
、
於
糟
紳
家

路
山
谷
易
臨
御
同
国
音
聞
傭
下
五
照
日
闇
凹
軸
駆
ト
ハ
塞
・
存
屡
胴
候
へ
池
ハ
、
近
襯
伽
ノ

形
勢
観
破
仕
候
二
、
胡
服
著
用
言
テ
御
詰
地
内
俳
細
ハ
兼
テ
御

大
禁
ノ
慮
、
近
爽
御
許
容
粗
成
，
就
テ
ハ
武
家
ノ
分
多
ク
ハ
胡

服
着
用
甚
撒
ハ
被
髪
或
真
際
冠
ラ
用
赫
々
タ
ル
紳
明
ノ
國
二
生

レ
ナ
カ
ラ
」
如
此
醜
態
其
心
情
更
二
不
解
長
歎
息
仕
居
候
折
柄

右
脚
四
郎
世
心
學
多
才
／
上
若
百
方
哲
学
ラ
以
此
上
耶
蘇
教
弘

張
ノ
説
ラ
圭
手
捕
凶
器
候
日
ニ
ハ
、
萬
　
々
M
噺
官
許
｛
谷
可
被
・
爲
点
仕
モ

難
計
、
然
ル
時
ハ
皇
國
黒
瀬
ノ
御
大
害
ト
苦
心
焦
思
疲
食
ラ
忘

レ
、
少
時
モ
猶
豫
難
翼
成
憤
怒
胸
中
二
濃
リ
候
二
付
、
以
微
臣

之
一
死
易
皇
國
之
大
害
度
赤
心
ヨ
リ
、
至
急
二
同
志
相
謀
候
儀

ニ
テ
御
座
候
、
且
叉
宿
志
相
楽
強
剛
ハ
、
官
府
へ
公
然
自
訴
致

シ
可
奉
俣
斧
鐡
之
謙
上
峰
評
議
仕
候
へ
共
、
肉
叉
熟
慮
仕
候

塵
、
若
李
四
郎
殿
二
塁
同
意
ノ
御
方
被
駕
在
候
節
ハ
、
一
人
ラ

討
引
墨
テ
モ
引
綾
邪
敏
被
行
候
モ
難
計
、
且
風
設
ニ
ハ
不
回
内

兵
鷹
擾
へ
右
教
場
御
笹
蟹
相
成
哉
ニ
モ
承
候
二
付
、
継
二
品
居

彌
御
一
蓋
「
建
相
電
磁
ヘ
ハ
燕
共
紳
嬰
久
々
奮
晶
起
一
暴
論
仕
ト
、
　
新
日
時

潜
贋
罷
在
可
然
存
念
ニ
テ
、
、
高
野
山
迄
唄
先
立
退
キ
今
次
第
二

　
　
第
十
二
巻
、
雑
纂
　
　
明
沿
初
年
の
翻
禮
擁
護
蓮
鋤
（
上
）

　
御
座
候
、
何
分
大
臣
ノ
御
方
ラ
斬
殺
仕
候
段
、
「
奉
封
甥
姪
深
奉

　
恐
縮
黒
幕
二
御
座
候
、
此
上
如
何
様
嵐
敷
島
糺
明
被
爲
在
候
テ

　
　
モ
、
於
私
可
申
上
儀
龍
脳
御
座
候
間
、
御
憐
慰
之
程
遍
二
奉
願

　
上
将

　
右
申
立
御
聞
上
被
仰
聞
候
ニ
ハ
、
天
朝
御
登
庸
ノ
横
井
李
四
郎

　
ラ
樽
入
ト
相
唱
、
洋
説
二
沈
溺
致
押
上
、
耶
蘇
教
海
内
二
弘
張

　
可
致
ト
ノ
巷
読
テ
聴
、
皇
國
萬
世
ノ
大
害
可
相
成
ト
同
志
相
謀

　
正
n
月
五
日
π
†
㎜
幽
霊
退
輯
朝
ノ
鴇
述
中
門
ォ
ヒ
テ
六
名
ノ
モ
ノ
証
ハ
及
斬

　
殺
候
始
末
、
歎
息
痛
恨
晶
出
職
事
ト
ハ
乍
申
乱
雑
モ
無
之
風
説

　
テ
以
、
妄
二
君
窯
致
シ
、
殊
更
大
臣
ノ
重
ラ
モ
不
樺
於
道
路
及

　
斬
殺
候
段
、
朝
廷
ラ
野
饗
所
業
不
眉
ノ
三
眠
察
當
被
リ
更
二
無

　
串
披
、
重
々
奉
恐
入
候
　
己
六
月
上
田
立
夫

ε
あ
る
。
鶴
聯
暗
渠
よ
つ
て
略
計
劃
の
露
よ
り
直
接

行
動
に
至
る
泡
の
経
過
は
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
他

の
人
々
の
口
供
書
も
賂
同
機
で
あ
る
。
だ
“
鹿
島
叉
之
丞

の
ロ
供
書
に
は
「
徴
租
横
井
李
四
郎
殿
先
年
來
洋
説
ヲ
信

シ
恐
多
ク
モ
腰
割
ノ
儀
杯
相
唱
、
理
外
姦
曲
ノ
聞
へ
不
少
」

ご
あ
る
。
又
前
記
上
田
の
口
供
書
の
窩
に
は
柳
田
直
藏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
高
輩
　
　
　
九
．
七
　
　
（
九
七
V



　
　
　
第
十
二
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
明
治
初
年
の
麟
髄
擁
護
蓮
鋤
（
上
）

加
入
時
期
を
逸
せ
る
が
又
藏
の
口
供
書
に
よ
る
ε
、
十
津

…
川
郷
酬
身
上
｝
牛
‡
…
視
方
に
て
郡
山
腕
藩
四
柳
田
直
藏
中
瑞
曇
至
齋

ご
會
合
し
た
ご
見
ゆ
る
か
ら
其
際
で
あ
っ
た
ご
思
は
る
、

の
で
あ
る
。
　
　
．

　
さ
て
此
等
の
入
々
が
如
何
な
る
履
歴
を
有
　
て
居
た
か

を
調
査
す
る
こ
ご
は
頗
る
興
味
多
い
こ
ご
で
あ
る
が
、
鹿

島
叉
之
丞
に
つ
き
て
は
，
口
供
に
「
私
儀
徳
川
三
位
中
將
附

粗
石
河
佐
渡
守
三
毛
鹿
島
又
次
二
男
」
＝
グ
、
幼
年
ノ
頃
ヨ

フ
斜
脚
武
修
行
二
所
々
へ
遍
一
構
イ
タ
シ
し
ご
あ
る
。
土
屋
延

雄
は
「
私
儀
備
前
國
上
道
郡
沼
村
土
着
一
郎
左
衛
門
停
二

一
グ
、
幼
名
鹿
太
ト
・
申
、
⊥
「
高
尾
一
旗
ノ
傭
邸
借
附
晶
剛
蹴
爾
伊
晶
小
木
工
＋
刀
へ

侍
奉
公
イ
タ
シ
、
　
一
昨
鼎
躍
年
五
月
バ
重
鎖
取
劒
肱
迫
修
㎝
莱
ト
シ

テ
所
々
遍
歴
イ
タ
シ
、
昨
辰
年
正
月
初
頃
備
前
藩
伊
木
若

狭
義
戦
…
隊
引
京
丁
借
鮒
中
」
松
由
へ
出
張
ノ
儒
即
、
右
…
隊
中
二
伽
触
り
’

先
手
隊
長
相
勤
同
五
月
末
羅
同
所
凱
陣
ノ
節
荻
服
ノ
儀
二

付
的
中
ノ
モ
ノ
ト
議
論
ニ
オ
ヨ
ヒ
、
存
意
不
縮
貫
候
二
付

刃
儘
脱
隊
イ
タ
シ
」
ε
あ
る
。
前
岡
力
雄
は
【
，
兄
要
人
手

　
　
　
　
　
　
　
第
｝
號
　
　
　
九
十
　
　
（
九
入
）

元
二
罷
在
婦
道
爲
修
業
去
ル
辰
年
十
月
上
京
し
ご
ロ
供
し

て
居
る
○
所
謂
悪
難
者
ご
で
も
云
ふ
べ
き
人
々
の
素
性
を

見
る
ざ
、
中
瑞
雲
齊
は
京
都
問
屋
町
五
條
下
ル
三
丁
目
儒

欝
で
六
十
…
歳
、
金
本
顯
藏
は
元
出
雲
國
紳
門
郡
下
ノ
庄

村
入
筆
宮
懸
人
・
王
水
の
伜
で
四
十
一
歳
、
上
李
士
↓
税
は
和

州
十
津
川
野
尻
村
の
郷
士
で
四
十
六
歳
、
大
木
主
水
は
備

中
國
小
田
郡
笠
岡
村
醤
師
宮
大
立
惇
で
四
十
三
歳
、
谷
ロ

豹
齊
は
廣
幡
正
二
近
家
來
で
三
十
四
歳
、
盤
川
廣
李
は
元

武
事
國
賀
美
郡
阿
保
村
今
城
阿
保
坂
脚
就
紳
ま
兵
庫
次
男

で
四
十
歳
術
此
入
は
辰
年
明
治
天
皇
還
幸
の
拗
り
岩
倉
殿

の
御
供
を
致
し
奮
あ
る
難
事
連
累
者
の
口
供
書
に
よ

る
と
風
説
な
が
ら
「
横
井
李
四
郎
殿
ハ
洋
盤
ヲ
信
シ
先
年

恐
多
ク
モ
磨
帝
ノ
儀
杯
三
唱
外
好
曲
ノ
聞
モ
不
少
」
繭
喘
偲

書
ご
嘱
し
て
居
た
人
ら
し
い
。

　
當
時
世
上
で
は
横
井
の
遭
難
を
如
何
に
見
た
か
、
勿
論

就
廷
の
大
官
で
あ
る
か
ら
、
此
を
殺
害
し
た
者
に
甥
し
て

「
朝
憲
・
不
渾
以
・
外
・
事
二
候
略
○
ぎ
脱
籍
・
徒
努
天

　
’



下
・
是
非
・
欄
シ
、
靱
廷
・
典
刑
ヲ
飢
ヲ
候
標
二
・
ノ
荷

ゑ
綱
紀
・
張
り
皇
國
羅
萱
ぢ
得
ン
こ
霰
竃

あ
る
は
尤
の
こ
ご
で
あ
る
が
、
他
の
一
面
に
は
所
謂
斬
姦

一
士
に
回
し
て
同
情
し
て
居
る
入
が
少
な
ぐ
な
い
。
安
達

清
風
の
ほ
記
明
治
年
正
月
十
王
日
の
條
に

　
「
京
師
去
八
日
登
牧
野
虫
友
及
與
市
書
來
山
友
書
云
、
去
五
日

　
末
下
滲
與
横
井
仁
四
郎
麺
寺
町
通
丸
太
町
上
ル
所
、
忽
一
入
艶

　
輿
墜
予
地
、
忽
一
入
蹴
輿
斬
殺
李
四
郎
奪
首
級
而
奔
其
僕
亦
爲

　
所
傷
、
云
準
四
郎
好
悪
殊
甚
先
年
巨
儒
三
士
三
人
之
所
注
目
、

　
三
三
発
死
三
春
三
主
三
三
開
港
説
三
三
官
、
三
三
好
悪
其
死
干

　
非
命
天
国
、
春
初
第
一
番
之
大
快
事

　
ピ
あ
る
。
三
所
調
三
門
六
三
の
三
三
に
謝
し
て
一
部
の

三
々
は
不
完
同
情
を
寄
せ
た
⑩
我
が
僖
藩
主
黒
田
家
の
如

き
は
上
田
・
鹿
島
・
・
土
屋
の
三
人
を
預
か
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
寛
典
に
庭
せ
あ
れ
た
し
あ
歎
願
書
が
二
通
二
軟
ブ

提
出
せ
ら
れ
て
居
る
◎
其
家
距
よ
b
の
願
書
は

　
凝
W
邸
へ
御
預
ク
ノ
一
二
浪
士
上
m
田
立
轟
大
由
鷹
｛
島
叉
之
丞
土
屋
延
維
叫
御

　
　
　
第
十
二
谷
　
　
隷
　
纂
　
　
朋
油
棚
年
の
國
彊
擁
護
蓮
動
（
上
）

塵
置
振
、
先
般
刑
郡
省
へ
誌
合
諸
藩
リ
奉
歎
願
候
末
、
何
分

ノ
御
盆
置
耳
被
仰
聖
駕
ト
う
日
夜
焦
思
仕
候
外
勤
二
他
念
無
御

座
、
何
レ
不
湛
御
決
罪
ニ
モ
相
成
可
申
奉
恐
察
候
、
然
塵
事
ノ

始
末
ハ
置
細
二
承
知
不
三
思
得
ト
モ
、
第
噸
　
朝
憲
ヲ
犯
シ
靭

臣
ヲ
覆
シ
候
葬
不
輕
候
付
、
御
高
議
ノ
上
御
三
鐵
ニ
モ
可
被
虜

哉
ト
三
三
候
、
然
ル
・
…
寓
々
嚇
粗
暴
ノ
徒
廟
堂
上
ノ
御
深
慮
ハ

不
奉
伺
、
鳳
時
悲
歎
ノ
餓
リ
之
ヲ
桟
ニ
シ
テ
致
動
揺
、
如
何
様

域
愛
故
ラ
生
シ
可
申
モ
難
計
候
段
ハ
、
象
テ
モ
奉
建
言
候
通
二

御
座
候
、
帥
今
入
心
御
繧
撫
ノ
折
柄
、
右
腿
暴
行
ノ
所
爲
等
有

之
候
テ
ハ
、
御
美
政
ノ
御
顕
ニ
モ
相
成
可
申
蹴
ト
奉
存
候
、
就

テ
ハ
御
一
新
以
衆
萬
事
寛
典
ノ
慮
置
モ
被
爲
在
、
既
「
二
昨
春

三
三
ク
マ
テ
王
師
二
抗
衡
シ
撒
州
一
ノ
血
生
齢
懸
ラ
晶
古
メ
、
憩
入
此
ハ
ニ

奴心

渠
?
桝
ツ
小
侭
ハ
戴
天
朝
敵
サ
へ
血
御
月
旧
恩
ラ
燕
象
リ
、
寛
典
ノ
御
塵
融
直

二
湘
畿
脳
、
併
・
石
ハ
晴
激
凋
ス
丁
得
止
全
至
仁
非
常
ノ
｛
辰
断
被
．
爲
｛
仕
搬
防

儀
ニ
テ
、
典
例
ニ
ハ
相
成
間
敷
…
候
ヘ
ト
モ
右
｝
二
人
之
者
ヘ
モ
旧
根

元
皇
朝
ノ
御
遊
一
途
二
存
込
及
暴
爆
候
儀
ニ
テ
、
螢
私
樹
蕪
杯

ノ
所
駕
二
有
之
間
敷
極
付
、
何
卒
寛
仁
ノ
御
商
議
ラ
以
其
實
ラ

．
推
テ
署
名
ラ
筆
立
恕
、
鳳
轍
二
死
一
等
テ
被
減
度
奉
懇
願
候
儀

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
九
九
　
　
（
九
九
）



　
　
　
第
十
・
二
巷
　
　
雑
、
纂
㎝
　
　
明
油
初
年
の
爾
艘
擁
護
蓮
励
…
（
上
）

　
二
御
座
候
、
併
賞
罰
ハ
天
下
ノ
大
典
二
候
ヘ
ハ
ゆ
只
管
寛
典
ノ

　
御
嵩
…
置
ノ
ミ
奉
願
候
ド
モ
、
御
政
一
典
二
於
テ
御
一
髪
用
拒
障
相
成
鵬
犠

　
モ
可
有
御
座
、
就
テ
ハ
廣
ク
公
議
ラ
竪
瓦
建
公
明
正
大
毫
楚
モ

　
誤
り
ナ
キ
ニ
被
映
罪
、
明
白
ノ
上
ハ
嚴
重
ノ
刑
典
二
被
礎
候
ト

　
モ
、
所
謂
國
人
皆
謂
可
殺
到
殺
之
ノ
公
論
ニ
テ
天
下
ノ
人
心
可

　
奉
感
彫
工
存
候
、
若
シ
不
然
シ
テ
嚴
刑
二
被
慮
候
節
ハ
、
却
テ

　
回
心
不
臓
ノ
基
ト
相
成
可
申
鰍
ト
、
乍
恐
奉
臆
察
候
條
、
時
勢

　
御
塒
酌
御
仁
盤
ノ
御
倉
三
相
成
度
奉
伏
翼
候
、
三
三
下
劣
ノ
身

　
分
不
…
選
三
三
鄙
ノ
甜
越
吐
齢
路
仕
三
段
、
戯
欝
隷
越
ノ
罪
一
難
逓
候
ヘ
ト
モ

　
何
分
一
三
ノ
管
見
難
一
当
不
揮
謙
奉
建
言
候
誠
恐
蒲
田
死
罪
々

　
々

　
　
　
　
滞
梱
㎜
埋
藩
　
戸
M
田
描
燃
少
参
事
。
三
太
　
五
六
郎
。
浦
｝
江
凡
夫

ご
あ
っ
て
、
二
年
十
一
月
に
出
さ
れ
た
縣
岡
藩
知
事
黒
田

長
知
の
歎
願
書
中
に
も
「
三
人
ノ
塁
塞
モ
思
弁
氏
ノ
行
跡

墨
入
．
凱
勢
7
好
曲
ト
串
鯛
脚
候
ヨ
ジ
差
撚
乙
子
儀
カ
ト
奉
存
候
」

「
仰
願
ハ
天
地
父
島
ノ
聖
慈
ヲ
被
爲
垂
、
言
上
ノ
通
御
許
容

被
仰
付
度
奉
存
候
、
廟
堂
ニ
チ
モ
横
井
氏
翰
墨
ノ
儀
二
付

ラ
バ
彼
是
深
ク
御
商
議
被
爲
在
営
へ
共
素
衷
切
迫
ノ
山
猫

　
　
　
　
　
　
　
　
三
幅
號
　
　
　
一
〇
〇
　
（
一
〇
〇
）

又
奉
歎
願
候
し
ご
あ
る
。
諸
藩
は
除
隊
同
情
を
致
し
て
居

奮
見
え
て
転
載
働
事
に
注
意
を
致
し
て
居
た
灘
翻
家
爾

集
内
式
部
・
吉
見
頑
介
・
和
田
肇
・
三
田
綱
一
郎
・
．
伊
藤
良
馬

・
九
山
作
善
・
中
川
潜
隻
・
疋
田
源
二
郎
等
の
寛
宥
建
言
書

中
に
も
「
此
御
七
分
の
常
否
は
實
に
聖
徳
に
一
三
す
」
ご

云
っ
て
所
謂
六
一
が
「
朝
憲
を
犯
す
の
罪
だ
る
を
忘
れ
報

國
の
事
は
、
三
三
を
除
き
朝
廷
を
三
惑
せ
さ
ら
し
む
る
の

外
な
し
三
途
に
心
後
ご
云
っ
て
居
る
灘
縮
又
集
議

院
の
建
白
中
に
も
秋
月
藩
公
議
人
戸
原
頑
國
は
「
横
井
年

四
郎
殺
害
の
士
助
命
の
事
」
を
建
白
し
て
居
る
。
然
ら
ば

横
井
小
楠
が
耳
垂
破
壊
の
思
想
を
懐
く
も
の
こ
し
て
世
上

の
指
弾
を
受
け
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
今
織
に
て
は
確

乎
た
る
誰
左
を
得
る
こ
ご
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
當
時
傳

へ
た
庭
に
よ
る
ご
横
井
の
著
述
こ
し
て
宣
覚
せ
ら
れ
た
○

理
論
、
天
壌
非
説
、
天
照
太
滅
私
言
、
武
家
非
録
、
公
武

譲
言
の
五
部
で
あ
る
愚
は
を
が
、
獣
鍛
、
會
そ
の

書
を
見
る
こ
ご
は
勿
論
出
來
な
い
。
此
外
で
あ
る
か
或
ば



腱
…
帝
論
ご
云
ふ
の
こ
同
一
書
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
が
、

「
天
道
錐
明
論
」
ざ
云
ふ
約
七
百
字
位
の
一
文
が
燈
上
に
傳

は
つ
て
居
る
。
此
書
の
内
容
は
今
薮
に
一
言
た
り
こ
も
公

表
す
る
こ
ご
を
避
け
て
動
く
が
奥
書
に
「
丁
卯
三
月
南
窓

下
塗
著
　
小
楠
」
ご
あ
る
、
此
｝
交
は
古
賀
大
巡
察
が
明

治
二
年
十
月
熊
本
藩
に
取
調
の
爲
出
張
し
た
際
に
、
陶
蘇

大
宮
司
殿
宛
こ
し
て
長
谷
信
義
な
る
も
の
が
同
趾
内
に
聴

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

　
我
師
横
井
李
四
郎
所
著
、
一
昨
夏
風
師
に
随
．
幽
こ
「
こ
二
月
、
一

　
夕
閑
時
模
寛
…
し
て
以
て
…
牛
国
難
歯
し
て
吾
周
［
随
を
活
達
す
る
の

　
樋
こ
し
隔
殊
に
秘
藏
せ
ら
れ
候
塵
、
當
正
月
横
井
於
京
都
斬
鐵

　
に
遇
ふ
事
を
聞
、
叉
甚
だ
疑
ふ
、
吾
師
の
如
き
大
徳
獲
明
の
人

　
匹
夫
匹
婦
の
爲
に
害
に
遇
ふ
理
な
し
・
こ
、
研
窮
日
久
し
く
、
一

　
朝
漸
く
横
井
の
所
見
大
に
蓮
ふ
こ
ε
を
悟
り
後
悔
又
久
し
、
堂

　
閲
む
や
今
般
大
巡
察
司
來
る
を
聞
き
、
昔
日
の
過
を
改
め
横
井

　
の
識
見
實
に
世
に
大
害
を
呈
す
大
に
可
禁
事
を
示
し
給
は
む
事

　
を
所
希
也
、
大
宮
司
に
依
り
て
以
て
一
挙
を
奉
呈
候
恐
々
敬
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
泉
野
人
・

　
　
　
第
十
二
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
明
飴
初
年
の
醐
騰
擁
護
蓮
動
（
上
）

ご
あ
・
。
諜
矯
嘉
糸
留
熊
本
奮
向
し
た
こ
ご
も

横
井
の
一
件
に
毒
し
て
何
等
か
の
讃
左
を
獲
た
い
積
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
巣
内
信
善
の
自
記
を
見
る
ご
横
井
の
薯
述

詮
索
の
爲
、
弾
正
壼
は
少
な
が
ら
す
苦
心
を
致
し
た
跡
が

見
ゆ
る
。
弾
正
皇
の
官
吏
中
に
は
六
士
に
謝
し
頗
る
寛
大

の
麩
置
を
ε
望
ん
で
居
る
ら
し
く
、
又
刑
部
省
で
も

　
横
井
某
但
タ
國
艘
二
反
違
ス
ル
邪
論
ラ
立
ッ
ル
ニ
止
レ
ハ
則
明

　
三
二
所
謂
妖
議
日
妖
曽
ロ
ラ
挫
氾
ル
ノ
條
ラ
型
込
醐
ス
ル
究
王
下
田
二
…
候
へ
｝

　
モ
、
慶
帝
云
々
ノ
事
果
シ
テ
確
櫨
ア
レ
流
離
ヨ
リ
妖
雷
妖
書
ノ

　
比
擬
轍
ス
ヘ
キ
所
二
非
ス
乃
チ
明
律
肚
稜
ラ
危
フ
ス
ル
ラ
一
謀
ル
ノ

　
大
罪
云
々

ご
云
っ
て
居
る
が
、
難
鱗
最
後
を
決
定
す
る
丈
の
謹
擦

無
か
り
し
と
見
え
て
六
士
中
の
残
存
者
三
士
を
島
首
し
、

上
動
乱
税
大
木
主
水
谷
口
豹
齋
を
庶
人
に
下
し
て
流
絡
身

に
狂
し
、
中
瑞
雲
齋
。
金
本
顯
藏
・
璽
川
廣
李
等
を
禁
鋼
三

年
に
馨
し
た
。

　
思
ふ
に
小
楠
に
嗣
す
る
流
言
は
必
ず
し
も
既
際
に
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
一
〇
］
　
（
一
〇
㎞
）



　
　
　
第
十
二
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
日
本
ε
還
羅
ミ
の
貿
易
に
つ
き
て

起
っ
た
こ
ご
で
な
く
、
當
時
高
議
卓
論
第
扁
流
で
あ
っ
て

文
久
二
年
の
頃
に
既
に
「
輿
天
下
爲
公
共
平
政
」
湖
翻
楠
な

ざ
云
は
れ
て
居
た
こ
ご
又
政
治
論
の
基
礎
が
孟
子
に
あ
っ

た
こ
暮
論
驕
購
輪
引
が
磐
爲
し
て
居
る
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
第
唱
號
　
　
　
一
〇
二
　
（
一
〇
二
）

あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
ご
同
じ
ゃ
う
な
例
を
明
治
二
年
九
月

三
條
木
屋
町
に
於
け
る
大
村
満
次
郎
の
遭
難
の
原
因
に
就

て
も
見
る
こ
ご
が
出
写
る
。

漏
本
ご
逞
羅
ご
の
貿
易
に
つ
き
て文

學
博
士
　
新

村

出

　
予
は
寒
林
大
正
十
二
年
七
月
及
び
十
三
年
…
月
號
に
於

て
日
逞
爾
國
の
關
係
に
つ
い
て
史
的
槻
察
を
試
み
た
Q
そ

れ
に
由
れ
ば
、
邊
羅
の
國
使
が
謄
本
に
渡
來
し
た
の
は
、

嘉
慶
二
年
（
元
中
五
年
）
師
ち
明
の
洪
武
二
十
一
年
に
あ
た

る
、
戊
辰
年
．
西
紀
一
三
入
入
年
を
最
初
こ
す
る
が
、
そ

れ
は
高
麗
奥
に
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
國
使
に
は
記
録

が
な
い
。
而
も
段
本
に
定
器
｝
年
ご
あ
る
。
逞
使
が
蒋
鷲

亡
び
か
け
て
み
た
高
麗
の
朝
に
來
貢
し
た
の
は
、
戊
辰
か

ら
三
年
後
の
塁
壁
、
元
中
八
年
（
明
徳
二
年
目
す
な
は
ち
明

の
洪
武
二
十
四
年
、
西
紀
＝
ご
九
一
年
の
こ
ご
で
あ
っ
た
。

か
く
て
H
本
で
は
南
北
が
合
一
し
、
朝
鮮
で
は
李
朝
が
興

っ
て
後
わ
っ
か
数
年
し
て
、
背
黒
が
再
び
入
豪
し
た
や
う

な
事
が
あ
っ
た
○
そ
れ
は
三
無
四
年
す
な
は
ち
洪
武
三
十

年
丁
丑
、
李
朝
太
租
の
六
年
、
西
紀
一
三
九
四
年
の
こ
と


